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平成 23 年８月 31 日 

 

 

「府政運営の基本方針 2012」（留意点等） 
 

 

「府政運営の基本方針 2012」については、23 年度中に大阪府知事選が予定されて

いるため、現段階（８月末時点）においては、⾏政の継続性等の観点から、これまでの取

組みの方向性を踏まえ、今後のとりまとめにあたっての留意点等の整理を⾏うこととする。 

 

１．社会経済情勢・府⺠⽣活の現状 

◇ データ 

・ 東日本大震災などの大阪経済への影響 ································別紙１ 

 

２．基本的な姿勢と方針 

◇ 経過 

2010（平成 22）年度からスタートさせた「府政運営の基本⽅針」のとりまとめにあた

っては、全体を貫く基本的な姿勢と方針として、 

   ・ 「財政再建」「府庁改革」「政策創造」と「地域主権」を一体的に進めることを府政運

営の柱とすること 

   ・ 府財政の健全化に向けては、「財政再建プログラム（案）」、その後継となる「財政

構造改⾰プラン（案）」に基づき、不断の「改⾰」を進めること 

   ・ 政策創造にあたっては、財政規律を堅持しつつ、「将来ビジョン・⼤阪」で⽰す将来

像の実現に向け、「⼤阪の成⻑戦略」の推進等、府政の喫緊の課題に的確に対応

し府⺠の負託に応えるため、次年度以降の収⽀⾒通しにもとづく予算編成の⽅針を

早めに策定し、限られた財源等の戦略的な重点配分を⾏うこと 

   ・ こうした取組みを実践するため、府庁組織の改⾰、組織⼒の向上に努めること 

・ 「⺠間でできることは⺠間に」「住⺠に⾝近なサービスは市町村で」という役割分担を

基本とすること 

などを掲げてきた。 

 

◇ 留意点等 

「改革」と「成⻑」 

・ 「財政構造改革プラン（案）」に基づく改革 

・ 「⼤阪の成⻑戦略」に掲げる目標の達成に向けた取組み 

 

マネジメント⼒の向上 

・ 府庁組織の“⾃⽴的な課題解決型組織”への進化をめざす取組みの推進 

→ 部局⻑のマネジメント⼒のさらなる発揮による政策イノベーションの創出 
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・ ＰＤＣＡサイクルの機能強化 

→ 「事業スキームの検証」の徹底、撤退ルールの確⽴等 

・ 新公会計制度を活用した組織としてのマネジメント⼒の向上 

 

府県としての役割 

・ 府⺠の安全・安⼼の基盤やシステムの着実な整備、堅実な管理・運⽤ 

→ 府政運営の根幹 

 

３．「財政構造改革」と平成 24年度当初予算編成について 

◇ 経過 

20 年に策定した「財政再建プログラム（案）」において、次世代に負担を先送りせず、

“収入の範囲内で予算を組む”という原則を徹底。 

22 年 10 月、「財政再建プログラム（案）」の後継計画として「財政構造改革プラン

（案）」を策定し、府財政構造の抜本的改革を推進。 

23 年 3 月に発生した東日本大震災による景気への影響を懸念。 

 

◇ 留意点等 

今後の財政収⽀の⾒通し（粗い試算）   

 

24 年度の予算編成の⾒通し 

・経済情勢 

  →内閣府の⽉例経済報告（23 年 8 月） 

「わが国の景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあ

るものの、持ち直しているが、電⼒供給の制約や原⼦⼒災害の影響等によっ

ては、景気が下振れするリスクがある」 

  →日銀の地域経済報告（23 年 7 月） 

「近畿：緩やかな回復基調にあるが、震災の影響が⽣産⾯などにみられて

いる」 

・府税収入の状況 

→23 年度の府税収⼊状況（前年同期⽐・７⽉末調定状況） 

・法人二税（地方法人特別税徴収額を含まない） 

当初予算の通年⾒込（対前年度決算⾒込⽐ 104.1%）を下回る 99.4％ 

・府税収入全体 

      当初予算の通年⾒込（対前年度決算⾒込⽐ 99.2%）を下回る 96.1％ 

⇒24 年度についても府税収⼊は厳しい状況が⾒込まれる。 

 

24 年度当初予算編成の基本的な考え方 

・財政運営の基本理念の徹底 

→財政規律の確保、計画性の確保、透明性の確保 

 

P 
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４．「府庁改革」について 

◇ 留意点等 

（府⺠満⾜度の向上） 

・ 府⺠ニーズを的確に把握し、前例や形式、既成概念にとらわれることなく、施策を企

画⽴案・業務執⾏。外部の視点で効果測定 

（意思決定プロセスの透明化） 

・ 会議の公開、資料や議事概要の積極的な公表（→ガバナンス強化） 

・ 透明で風通しの良い組織風⼟ 

（ムダの排除、ストックの有効活用） 

・ 不断の業務改⾰、コスト意識の徹底 

・ 管理から活⽤へ 

（⺠間活⼒の活⽤） 

・ ⺠間⼈材の登⽤（→職員との切磋琢磨による組織⼒の向上） 

・ ⺠間ノウハウ導⼊、連携、協働（→施策・事業の費用対効果の向上） 

（自己改革の徹底） 

・ 「府⺠の視点」「⺠間の感覚」で点検 

 

５．「政策創造」と平成 24年度の「主な政策課題」について 

◇ 経過 

「政策創造」は、戦略本部体制の下、「知事重点事業」及び「部局⻑マニフェスト」の

戦略課題を基本に、社会経済情勢の変化等を踏まえ、ＰＤＣＡサイクル確⽴の観点

から精査・点検を⾏い、「将来ビジョン・⼤阪」の柱⽴てのもと取組みを進めている。 

 

◇ 「主な政策課題」の設定（求められる視点等） 

（東日本大震災を越えて） 

・ ⼤震災がもたらした様々な影響を越えて、国⼟構造の東⻄⼆極化や新たなエネルギ

ー社会づくりなど、強い⽇本、強い⼤阪・関⻄をめざす取組みを強化 

（人口減少社会への対応） 

・ ⼈⼝減少・超⾼齢社会の到来を⾒据え、持続可能な定住都市大阪をめざす取組

みを強化 

（関⻄広域連合との連携） 

・ 関⻄広域連合が策定する広域的な計画との整合のもと、施策の連動性・一体性を

確保 

（部局間連携の推進） 

・ 単独の部局での解決が困難な課題や、よりよい解決のためには部局の壁を超えて複

数の部局が連携して取り組まなければならない課題への対応 

 

◇ 「主な政策課題」の現状と論点 ···········································別紙２ 

・ 上記を踏まえつつ、現状分析に基づく課題の設定と論点の提⽰ 
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６． 「地方分権改革」 

◇ 留意点等 

 国と地方の役割分担等の議論や地域主権戦略⼤綱を踏まえ対応 

（国との関係） 

・ 国出先機関原則廃止 〔関⻄広域連合との連携〕 

・ 地⽅制度調査会への⼤都市制度等の改革提案 〔地方自治法の抜本改正等〕 

（大阪・関⻄発の取組み） 

・ 市町村への分権 〔市町村への権限移譲、中核市への移⾏〕 

・ 関⻄としての集権 〔関⻄広域連合、関⻄州〕 

・ 府市連携 


